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20201212　Vol　Vol.４

　平成２４年９月１３日(木)に１５名が参加して「第３回釧路湿原川レンジャ
ー学習会」を開催しました。今回は、標茶町二本松での環境省主催の「オオハ
ンゴンソウ防除セミナー」への参加と釧路市北斗にある釧路湿原野生生物保護
センターでの「国立公園の学習」を行いました。

「オオハンゴンソウ防除セミナー」
●特定外来生物「オオハンゴンソウ」について
　最初に塘路湖エコミュージアムセンターで、釧路湿原川レンジャーを含め
た約４０名が参加して、釧路湿原の植物に詳しい高嶋八千代氏による講演会
が行われました。
　「在来種」は長い年月、地球上の環境変化の影響を受けながらも、ある地
域に自分の住み処を見出して生き続けてきました。そして、生態系は長い年
月をかけて微妙なバランスのもとで成立してきました。しかし、ここに、元
々いなかった生物「外来種」が入り込むことによって、そのバランスが大き
く崩れる恐れがあります。そこで、外来種の中でも生態系などに特に影響が
大きい生物を「特定外来生物」に指定し、飼育・栽培、野外に植えるなどの
行為を禁止しており、その中には「オオハンゴンソウ」が含まれています。
　オオハンゴンソウは、北アメリカに分布しており、日本へは明治時代に観
賞用として入ってきました。日本にあるハンゴンソウに似ており、花が大き
いことから、この名前が付いたそうです。釧路湿原では特定外来生物の指定
植物は今のところオオハンゴンソウだけですが、その他の外来種（クレソン
やオオアワダチソウなど）も徐々に湿原に侵入して広がりつつあるそうなの
で、注意が必要とのことでした。
　釧路湿原川レンジャーは、高嶋氏の講演を興味深く聞きました。

●オオハンゴンソウ防除について　
　講演後、標茶町二本松のオオハンゴンソウ群落
に移動して、防除を行いました。オオハンゴンソ
ウは種子と根から増え、防除には表－１の①～③
の方法があり、今回は③の根ごと引き抜く方法で
行いました。
　当日は気温が高かったため、懸命に作業しまし
た。今回、釧路湿原川レンジャーの活動により、
かなりの本数を駆除しましたが、まだまだ広い面
積がオオハンゴンソウで覆われており、今後
も継続して防除を行う必要があります。

　なお、参加者から以下の質問がありました。

○国立公園内で、動植物の採取は禁止だと思います○国立公園内で、動植物の採取は禁止だと思います

　が、外来種の採取は行って良いのでしょうか？　が、外来種の採取は行って良いのでしょうか？

　オオハンゴンソウは特定外来生物であり、採取す

ること自体には規制はありませんが、移動など制限

されています。販売や配ることを目的に移動すると

最高額で３００万円、許可を受けずに持っているだ

けで１００万円の罰金を科されることもあります。

また、オオハンゴウソウは種子と根で増え、その増

える部分が指定されている点で注意が必要です。

ですから、大規模に駆除する場合などは根や種子を

飛散させない形で廃棄物として処理する計画を立て

て、環境省で承認してもらうのが一番良いです。
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表－１ オオハンゴンソウ防除方法
方　　　法 備　　　考

①単純に花だけを折る方法 翌年再生する可能性が高い
②茎の所から折る方法 　　　　 　〃
③根ごと引き抜く方法 根を残すと翌年再生する可能性あり

高嶋氏による説明高嶋氏による説明

防除したオオハンゴンソウ防除したオオハンゴンソウ

オオハンゴンソウオオハンゴンソウ

記念撮影記念撮影

防除作業の様子防除作業の様子



釧路湿原野生生物保護センターでの「国立公園の学習」

施設内の見学施設内の見学

釧路湿原川レンジャー釧路湿原川レンジャー
説明を聞く説明を聞く

　午後からは、釧路市北斗にある釧路湿原野生生物保護センター
で環境省の職員である竹中自然保護官に説明して頂き、「国立公
園の学習」を行いました。また、この施設では、怪我をしたシマ
フクロウ、オジロワシ、オオワシなどを保護し、治療・リハビリ
を行って野生に戻しており、施設内の見学も行いました。
　国立公園は、５年ごとに保護規制計画を変更することになって
おり、公園区域の拡張、地種区分の変更を行っています。昨年、
釧路湿原国立公園では、達古武川流域や別保原野など1927haを新
たに指定しました。なお、指定の主な理由として、良好な湿原環
境、景観、湧水地、貴重な野生生物の生息地などがあります。
　環境省が希望した全ての箇所が国立公園に指定できたわけでは
なく、土地の所有者の理解が得られず、断念した箇所もあります
が、今後も所有者に国立公園の目的を理解していただき、５年後
の変更に向けて活動していくそうです。なお、説明していただい
た主な内容を、下表にまとめました。

釧路湿原の指定区域

釧路湿原国立公園の地種区分

屋外の保護施設屋外の保護施設

による説明による説明
竹中自然保護官竹中自然保護官

表－２「国立公園の学習」での説明内容表－２「国立公園の学習」での説明内容

　観察活動の報告を紹介します。今回も不法投

棄や動植物など様々な報告があり、その対応を

行いました。冬も近づき寒くなりますので、観

察活動をする機会は減るかも知れませんが、皆

さんからの報告をお待ちしています。なお、報

告者の方には、その対応についての回答文を送

っております。

報告された内容とその対応（６～１０月分）

観察活動の報告観察活動の報告

報告日 報　告　内　容 対　　応

H24.6.22 木製看板の破損 管理者である北海道に連絡

H24.7.8 新釧路川に流木 釧路河川事務所で経過観察
H24.7.23 動物報告：キタキツネ 貴重な環境情報として取り扱う
H24.8.18 ゴミの不法投棄 釧路河川事務所で回収処分
H24.8.18 植物報告：バイケイソウ 貴重な環境情報として取り扱う
H24.8.28 堤防法面の自転車跡 ロープなどにより、立ち入り制限
H24.8.28 植樹した樹木の生育 貴重な環境情報として取り扱う

H24.10.3 堤防法面のタイヤ痕 釧路河川事務所で補修
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・国立公園とは、「我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地」
　で、環境大臣が自然公園法により指定し、全国に３０の国立公園（釧路湿原国
　立公園は２８番目に指定され、昨年、新たに1,927ha指定）がある。

・自然公園法は国立公園を定めている法律で、その目的は、「①優れた自然の風
　景地の保護、②生物の多様性の確保に寄与、③その利用の増進」であり、自然
　の風景を守ることが、そこに生息する様々な生物の環境を守り、自然を保護す
　ることにつながる。また、自然に影響を与えない範囲で利用を増進してもら
　い、自然の大切さを知ってもらうことが重要である。
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・国立公園の計画では、自然の保護と適切な利用の促進が図られている。
・公園内で規制される行為の種類や規模は地種区分によって定められている。
○特別地域（第１種～第３種に区分）：工作物の新築（テントなど含む）、指定
　植物の採取、樹木の伐採、土石の採取、指定地域内の車馬（スノーモービル、
　モーターボート、自転車なども）の乗り入れなどを規制。
○特別保護地区（赤沼やコッタロ湿原など）：最も厳しく規制されており、特別
　地域の規制に加え、火入れやたき火、全ての植物の採取、樹木の損傷、落葉落
　枝の採取、全ての箇所での車馬の乗り入れ、動物の捕獲などを規制。
○普通地域：特別地域と公園区域外との緩衝地域。なお、規制される行為につい
　ては、他の地種区分が許可制なのに対して届出制。

・自然公園には、「国立公園、国定公園、都道府県立自然公園」がある。
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項 目 内　　　容

１
 
釧
路
湿
原
と
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・日本で最大の湿原（日本の湿原の約６割。面積は約2万haで山手線がすっぽり
　入る）で、約2,000種の動植物が生息している、多様な生き物の宝庫。
・湿原は植物の死骸（泥炭）からできているので、スポンジのようにフワフワし
　ており、非常に保水力が高い。
・以前は農業に適さない不毛の大地という評価だったが、近年は貴重な自然が残
　る保護すべき場所。
・釧路湿原には、下記の指定区域がある。
○天然記念物（1967年）：５，０１２ｈａ（文化財保護法）
○ラムサール登録湿地（1980年）：７，８６３ｈａ（ラムサール条約）
○国指定鳥獣保護区（1958年）：１１，５２３ｈａ（鳥獣保護法）
○国立公園（1987年）２８，７８８ｈａ（自然公園法）

釧路開発建設部治水課 国土交通省
あしたを創る　北の知恵

北海道開発局 〒085-8551 釧路市幸町10丁目３番地
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釧路湿原川レンジャー事務局


